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供
膳
祭
は
ワ
ン
ダ
フ
ル
！

　
当
社
の
大
祭
︵
春
祭
と
秋
祭
︶
に
は
特
殊
神
事

き
ょ
う
ぜ
ん
さ
い

の
﹁
供
膳
祭
﹂
が
古
式
に
則
り
執
り
行
わ
れ
る
。

　
神
様
へ
の
お
供
え
物
を
供
膳
所
で
調
理
し
、
総

お
も
っ
そ
う

代
と
幹
事
合
わ
せ
て
四
十
名
が
、
御
盛
相
︵
ご
飯
︶

を
始
め
魚
や
餅
、
果
物
等
を
乗
せ
た
三
方
を
手
渡
し
で
神
様
が
鎮

ま
る
本
殿
へ
運
ぶ
。

　
吉
備
津
彦
命
が
吉
備
津
神
社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
六
〇
〇
年
の
昔

か
ら
行
わ
れ
て
来
た
で
あ
ろ
う
こ
の
祭
り
は
、
祭
り
の
原
点
で
あ

け
ん
せ
ん

る
献
饌
︵
神
様
へ
の
お
供
え
物
︶
が
中
心
と
な
る
。

　
平
成
十
五
年
の
秋
季
大
祭
の
供
膳
祭
に
は
、
ド
イ
ツ
の
留
学
生

も
飛
び
入
り
参
加
し
て
、
日
本
の
伝
統
行
事
に
触
れ
、
献
饌
を
手

伝
っ
た
が
、
大
き
な
鯛
に
思
わ
ず
﹁
ワ
ン
ダ
フ
ル
！
﹂

第
四
回
﹁
鶴
崎
神
社
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
﹂
は
そ
の
供
膳
祭
の
神

事
を
絶
妙
な
ア
ン
グ
ル
で
捉
え
た
近
藤
節
雄
氏
の
作
品
が
見
事
大

賞
に
選
ば
れ
た
。

　
入
賞
者
は
十
二
月
二
十
三
日
神
前
で
入
賞
奉
告
祭
に
参
列
し
、

楯
と
記
念
品
が
そ
れ
ぞ
れ
手
渡
さ
れ
、
お
互
い
の
健
闘
を
讃
え

合
っ
た
。

入
賞
者
は
左
記
の
通
り
。

大
賞  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
選

倉
敷
市
高
須
賀
　
近
藤  

節
夫
　  

倉
敷
市
高
須
賀
　
安
原  

四
郎

   
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
早
島
町
早
島      

林
　
作 

治

　                                      

倉
敷
市
高
須
賀
　
安
原  

英
雄

祭  

事  

暦

十
月
十
六
日
︵
土
︶
［
午
前
十
時
］

　
　
　
　
　
　
秋
季
大
祭
︻
供
膳
祭
︼
　

十
月
十
七
日
︵
日
︶
［
午
前
九
時
］

                  

神
幸
祭

十
一
月
中
　
　
七
五
三
祈
祷

十
一
月
二
十
三
日
︵
火
︶［
午
後
二
時
］

　
　
　
　
　
　
新
穀
感
謝
祭

一
月
二
日
︵
日
︶［
午
後
二
時
］

　
　
　
　
　
　
年
始
祭

毎
月
一
日
［
午
前
九
時
］
月
次
祭

　

　
鶴
崎
神
社
を
紹
介
す
る
簡
単
な
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
ご
入
用
の

方
は
社
務
所
ま
で
お
申
し
出
下
さ
い
。

＊
サ
イ
ズ
　
カ
ラ
ー
Ａ
４
版
三
つ
折
り

＊
初
穂
料
　
一
部
　
一
〇
〇
円

＊
内
　
容
　
御
祭
神
並
び
に
御
神
徳
・
御
由

　
　
　
　
　
緒
・
祭
儀
・
文
化
財
・
境
内
神

　
　
　
　
　
社
・
供
膳
祭
・
神
幸
祭
を
簡
単

　
　
　
　
　
に
紹
介
。

　
秋
祭
り
の
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
、
あ
ち

こ
ち
の
神
社
で
神
輿
が
繰
り
出
し
、
氏
子

内
を
巡
航
す
る
神
幸
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
神
幸
祭
は
大
勢
の
供
人
が
付
き
行

列
を
つ
く
り
、
御
旅
所
で
休
憩
し
な
が
ら

神
様
を
乗
せ
た
神
輿
が
氏
子
地
域
を
一
年

に
一
度
ご
覧
に
な
る
一
大
行
事
で
す
。

神 

輿
み
こ
し

ができました！

鶴
崎
神
社
略
記

　
当
社
に
は
二
基
の
神
輿
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

鶴
崎
神
社
と
八
幡
神
社
の
ご
本
殿
か
ら
神
様
を

お
遷
し
す
る
発
輿
祭
︵
は
つ
よ
さ
い
︶
を
丁
重

に
奉
仕
し
、
出
御
と
な
り
ま
す
。

　
予
め
決
め
ら
れ
た
七
ヶ
所
の
御
旅
所
を
順
番

に
回
り
、
そ
れ
ぞ
れ
御
旅
所
祭
を
奉
仕
し
ま

す
。

　
当
社
の
神
幸
祭
は
享
保
元
年
︵
一
七
四
一
︶

か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
現
在
使
用
し
て
い
る
二

基
の
神
輿
は
文
化
十
一
年
︵
一
八
一
四
︶
　
大

阪
御
堂
前
安
土
町
の
大
川
屋
山
内
又
三
衛
門
の

作
に
よ
る
も
の
で
、
昭
和
五
十
七
年
に
修
理
を

行
い
き
ら
び
や
か
な
当
時
の
姿
に
復
元
し
ま
し

た
。
神
幸
祭
に
は
沿
道
で
是
非
神
輿
を
お
迎
え

下
さ
い
。

（２基の神輿左 鶴崎神社・右 八幡神社）
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Ｐ
（３） （２）

︻
質
問
︼

　
神
社
で
の
祈
祷
な
ど
は
﹁
な
ぜ
数
え
年
﹂

を
使
う
の
で
し
ょ
う
か
？

神
道
Ｑ
＆
Ａ

︻
答
え
︼

　
年
齢
の
数
え
方

に
は
、
お
正
月
を

迎
え
る
こ
と
に
よ

り
年
齢
を
一
歳
加

え
る
﹁
数
え
年
﹂

と
、
自
分
の
誕
生

日
ご
と
に
一
歳
の

年

齢

を

加

え

る

﹁
満
年
齢
﹂
と
が
あ

り
ま
す
。
神
社
で

﹁
数
え
年
﹂
を
聞
か
れ
る
の
は
、
我
が
国
で

は
、
お
正
月
が
各
家
庭
で
﹁
年
神
様
﹂
を

迎
え
て
、
新
た
な
年
の
五
穀
豊
穣
と
家
族

の
幸
せ
を
祈
る
大
切
な
行
事
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
時
に
合
わ
せ
て
家
族
皆

が
一
歳
ず
つ
年
を
と
る
﹁
数
え
年
﹂
が
ふ

　
七
五
三
は
子
供
の
無
事
な
発
育
を
喜
び
、

な
お
一
層
の
成
長
を
願
っ
て
氏
神
さ
ま
に

詣
で
る
行
事
で
す
。

　
古
来
は
男
女
三
歳
で
髪
置
き
の
祝
い
、

男
児
五
歳
で
袴
着
の
祝
い
、
女
児
七
歳
で

帯
解
き
の
祝
い
を
行
っ
た
こ
と
に
由
来
し

ま
す
。

　
当
社
で
は
十
一
月
十
五
日
を
中
心
に
七

五
三
祈
祷
を
奉
仕
致
し
ま
す
。
　
　
　
　

十
一
月
十
三
・
十
四
・
十
五
日
以
外
に
祈

祷
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
予
約
下
さ
い
。

　　　　　「「「「「
七七七七七
五五五五五
三三三三三
」」」」」
祈
祷
祈
祷
祈
祷
祈
祷
祈
祷

　
去
る
四
月
二
十
九
日
幹
事
会
終
了
後
、
総
代

の
奉
仕
に
よ
り
、
境
内
樹
木
の
伐
採
作
業
を

行
っ
た
。

　
境
内
の
ヒ
ノ
キ
を
中
心
と
す
る
樹
木
が
こ
の

数
年
来
大
き
く
繁
り
、
民
家
と
の
境
界
に
張
り

出
し
て
い
る
た
め
、
枝
葉
の
伐
採
作
業
を
二
時

間
に
亘
り
行
い
サ
ッ
パ
リ
と
綺
麗
に
な
っ
た
。

さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。

　
当
初
、
日
本
に
は
﹁
零
﹂
の
概
念
が
な
く
、
生

ま
れ
た
日
か
ら
一
歳
で
、
新
年
を
迎
え
る
と
二

歳
に
な
り
ま
し
た
。﹁
満
年
齢
﹂
の
数
え
方
は
、

明
治
以
降
次
第
に
定
着
し
て
き
た
も
の
で
す
。

　
明
治
五
年
十
一
月
九
日
の
詔
書
に
よ
り
、
そ

れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
太
陰
太
陽
暦
︵
旧

暦
︶
が
太
陽
暦
︵
新
暦
︶
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
開
国
に
よ
っ
て
、
当
時

広
く
世
界
に
普
及
し
て
い
た

太
陽
暦
︵
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
︶
を

使
用
す
る
必
要
性
が
生
じ
た

た
め
で
す
。

　
ま
た
、
時
刻
法
も
一
日
を
十

二
支
に
あ
て
て
数
え
る
不
定

時
制
で
し
た
が
、
一
日
二
十
四

時
間
の
定
時
制
に
切
り
換
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
て
、

年
齢
の
数
え
方
も
﹁
数
え
年
﹂
か
ら
﹁
満
年
齢
﹂

へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
旧
暦
は
数
年
に
一
度
、
約
一
カ
月
間
の
誤
差

が
生
じ
て
く
る
た
め
、
年
に
よ
っ
て
は
同
じ
月

が
二
回
重
な
る
閏
月
が
あ
り
、
例
え
ば
年
に

よ
っ
て
は
五
月
が
二
回
重
な
る
場
合
な
ど
、
誕

　
神
社
駐
車
場
の
排
水
溝
の
覆
い
が
鉄
板

で
あ
っ
た
為
、
車
の
出
入
り
時
に
大
き
な

音
が
響
き
、
特
に
夜
間
は
近
隣
の
氏
子
さ

ん
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
こ
の
度
塩
ビ
、
パ
イ
プ
を
埋
設
し
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
張
り
に
す
る
工
事
が
終
了
致

し
ま
し
た
。

　
参
拝
時
に
は
安
心
し
て
ご
駐
車
下
さ
い
。

秋季大祭　１０月１６日（土）　午前１０時〜

総代、幹事により３０台の特殊神饌を神前にお供えする。

夕方には夜店がたくさん出ます。

神幸祭　１０月１７日（日）午前９時〜午後２時３０分

午前８時の花火により執行の合図とします。午前９時の花

火の合図と共に神幸行列が神社を出発します。

各御旅所を巡幸して２時３０分頃に神社へ還御されますの

で、沿道に出て神輿を奉拝下さい。

秋まつりの予定

駐 

車 

場 

改 

修

　
平
成
の
大
改
築
に
向
け
て

　 

社
殿
改
築
準
備
委
員
会
が
発
足

　
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
当
社
の
社
殿
︵
幣

殿
、
拝
殿
等
︶
の
改
築
が
総
代
会
で
決
議
さ

れ
、
そ
の
研
究
部
門
と
し
て
﹁
社
殿
改
築
準

備
委
員
会
﹂
が
結
成
さ
れ
、
去
る
六
月
十
三

日
に
第
一
回
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
平
成
の
大
改
築
は
境
内
上
段
の
本
殿
以
外

の
社
殿
、
主
要
建
物
全
て
の
改
築
で
あ
り
、
大

事
業
と
な
る
事
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
慎
重

に
綿
密
な
る
審
議
を
重
ね
て
遺
漏
無
き
を
期

す
る
よ
う
進
め
て
行
く
事
が
確
認
さ
れ
た
。

総
代
が
境
内

　
　
　
　
樹
木
伐
採
奉
仕

（コンクリートで埋められた側溝）

生
日
に
よ
る
﹁
満
年
齢
﹂
の
換
算
に
は
適
さ

な
い
も
の
で
し
た
。

　
し
か
し
、
神
社
で
は
、
こ
う
し
た
日
本
の

伝
統
的
な
考
え
方
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
か

ら
、
現
在
で
も
﹁
数
え
年
﹂
を
尊
重
し
て
い

る
の
で
す
。

（伐採された檜）
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の
伐
採
作
業
を
二
時

間
に
亘
り
行
い
サ
ッ
パ
リ
と
綺
麗
に
な
っ
た
。

さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。

　
当
初
、
日
本
に
は
﹁
零
﹂
の
概
念
が
な
く
、
生

ま
れ
た
日
か
ら
一
歳
で
、
新
年
を
迎
え
る
と
二

歳
に
な
り
ま
し
た
。﹁
満
年
齢
﹂
の
数
え
方
は
、

明
治
以
降
次
第
に
定
着
し
て
き
た
も
の
で
す
。

　
明
治
五
年
十
一
月
九
日
の
詔
書
に
よ
り
、
そ

れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
太
陰
太
陽
暦
︵
旧

暦
︶
が
太
陽
暦
︵
新
暦
︶
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
開
国
に
よ
っ
て
、
当
時

広
く
世
界
に
普
及
し
て
い
た

太
陽
暦
︵
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
︶
を

使
用
す
る
必
要
性
が
生
じ
た

た
め
で
す
。

　
ま
た
、
時
刻
法
も
一
日
を
十

二
支
に
あ
て
て
数
え
る
不
定

時
制
で
し
た
が
、
一
日
二
十
四

時
間
の
定
時
制
に
切
り
換
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
て
、

年
齢
の
数
え
方
も
﹁
数
え
年
﹂
か
ら
﹁
満
年
齢
﹂

へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
旧
暦
は
数
年
に
一
度
、
約
一
カ
月
間
の
誤
差

が
生
じ
て
く
る
た
め
、
年
に
よ
っ
て
は
同
じ
月

が
二
回
重
な
る
閏
月
が
あ
り
、
例
え
ば
年
に

よ
っ
て
は
五
月
が
二
回
重
な
る
場
合
な
ど
、
誕

　
神
社
駐
車
場
の
排
水
溝
の
覆
い
が
鉄
板

で
あ
っ
た
為
、
車
の
出
入
り
時
に
大
き
な

音
が
響
き
、
特
に
夜
間
は
近
隣
の
氏
子
さ

ん
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
こ
の
度
塩
ビ
、
パ
イ
プ
を
埋
設
し
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
張
り
に
す
る
工
事
が
終
了
致

し
ま
し
た
。

　
参
拝
時
に
は
安
心
し
て
ご
駐
車
下
さ
い
。

秋季大祭　１０月１６日（土）　午前１０時〜

総代、幹事により３０台の特殊神饌を神前にお供えする。

夕方には夜店がたくさん出ます。

神幸祭　１０月１７日（日）午前９時〜午後２時３０分

午前８時の花火により執行の合図とします。午前９時の花

火の合図と共に神幸行列が神社を出発します。

各御旅所を巡幸して２時３０分頃に神社へ還御されますの

で、沿道に出て神輿を奉拝下さい。

秋まつりの予定

駐 

車 

場 

改 

修

　
平
成
の
大
改
築
に
向
け
て

　 

社
殿
改
築
準
備
委
員
会
が
発
足

　
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
当
社
の
社
殿
︵
幣

殿
、
拝
殿
等
︶
の
改
築
が
総
代
会
で
決
議
さ

れ
、
そ
の
研
究
部
門
と
し
て
﹁
社
殿
改
築
準

備
委
員
会
﹂
が
結
成
さ
れ
、
去
る
六
月
十
三

日
に
第
一
回
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
平
成
の
大
改
築
は
境
内
上
段
の
本
殿
以
外

の
社
殿
、
主
要
建
物
全
て
の
改
築
で
あ
り
、
大

事
業
と
な
る
事
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
慎
重

に
綿
密
な
る
審
議
を
重
ね
て
遺
漏
無
き
を
期

す
る
よ
う
進
め
て
行
く
事
が
確
認
さ
れ
た
。

総
代
が
境
内

　
　
　
　
樹
木
伐
採
奉
仕

（コンクリートで埋められた側溝）

生
日
に
よ
る
﹁
満
年
齢
﹂
の
換
算
に
は
適
さ

な
い
も
の
で
し
た
。

　
し
か
し
、
神
社
で
は
、
こ
う
し
た
日
本
の

伝
統
的
な
考
え
方
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
か

ら
、
現
在
で
も
﹁
数
え
年
﹂
を
尊
重
し
て
い

る
の
で
す
。

（伐採された檜）
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　　　　　　　　　　　倉敷市高須賀倉敷市高須賀倉敷市高須賀倉敷市高須賀倉敷市高須賀     近藤節雄近藤節雄近藤節雄近藤節雄近藤節雄          撮影撮影撮影撮影撮影

第４回第４回第４回第４回第４回     鶴崎神社フォトコンテスト鶴崎神社フォトコンテスト鶴崎神社フォトコンテスト鶴崎神社フォトコンテスト鶴崎神社フォトコンテスト【大賞】

　
　
　

供
膳
祭
は
ワ
ン
ダ
フ
ル
！

　
当
社
の
大
祭
︵
春
祭
と
秋
祭
︶
に
は
特
殊
神
事

き
ょ
う
ぜ
ん
さ
い

の
﹁
供
膳
祭
﹂
が
古
式
に
則
り
執
り
行
わ
れ
る
。

　
神
様
へ
の
お
供
え
物
を
供
膳
所
で
調
理
し
、
総

お
も
っ
そ
う

代
と
幹
事
合
わ
せ
て
四
十
名
が
、
御
盛
相
︵
ご
飯
︶

を
始
め
魚
や
餅
、
果
物
等
を
乗
せ
た
三
方
を
手
渡
し
で
神
様
が
鎮

ま
る
本
殿
へ
運
ぶ
。

　
吉
備
津
彦
命
が
吉
備
津
神
社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
六
〇
〇
年
の
昔

か
ら
行
わ
れ
て
来
た
で
あ
ろ
う
こ
の
祭
り
は
、
祭
り
の
原
点
で
あ

け
ん
せ
ん

る
献
饌
︵
神
様
へ
の
お
供
え
物
︶
が
中
心
と
な
る
。

　
平
成
十
五
年
の
秋
季
大
祭
の
供
膳
祭
に
は
、
ド
イ
ツ
の
留
学
生

も
飛
び
入
り
参
加
し
て
、
日
本
の
伝
統
行
事
に
触
れ
、
献
饌
を
手

伝
っ
た
が
、
大
き
な
鯛
に
思
わ
ず
﹁
ワ
ン
ダ
フ
ル
！
﹂

第
四
回
﹁
鶴
崎
神
社
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
﹂
は
そ
の
供
膳
祭
の
神

事
を
絶
妙
な
ア
ン
グ
ル
で
捉
え
た
近
藤
節
雄
氏
の
作
品
が
見
事
大

賞
に
選
ば
れ
た
。

　
入
賞
者
は
十
二
月
二
十
三
日
神
前
で
入
賞
奉
告
祭
に
参
列
し
、

楯
と
記
念
品
が
そ
れ
ぞ
れ
手
渡
さ
れ
、
お
互
い
の
健
闘
を
讃
え

合
っ
た
。

入
賞
者
は
左
記
の
通
り
。

大
賞  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
選

倉
敷
市
高
須
賀
　
近
藤  

節
夫
　  

倉
敷
市
高
須
賀
　
安
原  

四
郎

   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
早
島
町
早
島      

林
　
作 

治

　                                      

倉
敷
市
高
須
賀
　
安
原  

英
雄

祭  

事  

暦

十
月
十
六
日
︵
土
︶
［
午
前
十
時
］

　
　
　
　
　
　
秋
季
大
祭
︻
供
膳
祭
︼
　

十
月
十
七
日
︵
日
︶
［
午
前
九
時
］

                  

神
幸
祭

十
一
月
中
　
　
七
五
三
祈
祷

十
一
月
二
十
三
日
︵
火
︶［
午
後
二
時
］

　
　
　
　
　
　
新
穀
感
謝
祭

一
月
二
日
︵
日
︶［
午
後
二
時
］

　
　
　
　
　
　
年
始
祭

毎
月
一
日
［
午
前
九
時
］
月
次
祭

　

　
鶴
崎
神
社
を
紹
介
す
る
簡
単
な
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
ご
入
用
の

方
は
社
務
所
ま
で
お
申
し
出
下
さ
い
。

＊
サ
イ
ズ
　
カ
ラ
ー
Ａ
４
版
三
つ
折
り

＊
初
穂
料
　
一
部
　
一
〇
〇
円

＊
内
　
容
　
御
祭
神
並
び
に
御
神
徳
・
御
由

　
　
　
　
　
緒
・
祭
儀
・
文
化
財
・
境
内
神

　
　
　
　
　
社
・
供
膳
祭
・
神
幸
祭
を
簡
単

　
　
　
　
　
に
紹
介
。

　
秋
祭
り
の
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
、
あ
ち

こ
ち
の
神
社
で
神
輿
が
繰
り
出
し
、
氏
子

内
を
巡
航
す
る
神
幸
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
神
幸
祭
は
大
勢
の
供
人
が
付
き
行

列
を
つ
く
り
、
御
旅
所
で
休
憩
し
な
が
ら

神
様
を
乗
せ
た
神
輿
が
氏
子
地
域
を
一
年

に
一
度
ご
覧
に
な
る
一
大
行
事
で
す
。

神 

輿
み
こ
し

ができました！

鶴
崎
神
社
略
記

　
当
社
に
は
二
基
の
神
輿
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

鶴
崎
神
社
と
八
幡
神
社
の
ご
本
殿
か
ら
神
様
を

お
遷
し
す
る
発
輿
祭
︵
は
つ
よ
さ
い
︶
を
丁
重

に
奉
仕
し
、
出
御
と
な
り
ま
す
。

　
予
め
決
め
ら
れ
た
七
ヶ
所
の
御
旅
所
を
順
番

に
回
り
、
そ
れ
ぞ
れ
御
旅
所
祭
を
奉
仕
し
ま

す
。

　
当
社
の
神
幸
祭
は
享
保
元
年
︵
一
七
四
一
︶

か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
現
在
使
用
し
て
い
る
二

基
の
神
輿
は
文
化
十
一
年
︵
一
八
一
四
︶
　
大

阪
御
堂
前
安
土
町
の
大
川
屋
山
内
又
三
衛
門
の

作
に
よ
る
も
の
で
、
昭
和
五
十
七
年
に
修
理
を

行
い
き
ら
び
や
か
な
当
時
の
姿
に
復
元
し
ま
し

た
。
神
幸
祭
に
は
沿
道
で
是
非
神
輿
を
お
迎
え

下
さ
い
。

（２基の神輿左 鶴崎神社・右 八幡神社）
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